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 安心安全対策  

 

 平成24年(2012年)４月１日の組織改正により、安心安全室を危機管理室として体制の充実を

図り、安心で安全なまちづくりを目指している。 

 防災、防犯、福祉、医療など様々な分野で、市民・企業・行政が一体となって安心で安全の

まちづくりを推進するため、平成19年（2007年）９月、市内約100の団体（吹田市、吹田市教育

委員会、吹田保健所、吹田警察署、企業等を含む）の参画・賛同を得て、「安心安全の都市（ま

ち）づくり協議会」を立ち上げネットワークを形成した。平成20年（2008年）３月14日には「安

心安全の都市（まち）づくり宣言」を行い、平成21年（2009年）３月27日に「安心安全の都市

（まち）づくり推進計画」が安心安全の都市（まち）づくり協議会において策定され、この計

画を骨子に取組を進めている。平成26年（2014年）３月29日に第４回安心安全の都市（まち）

づくり市民会議を開催することとしている。 

 防災事業としては、「自らの命は自らで守る」「自分たちの地域は自分たちで守る」という防

災の原点に立ってもらうことが重要なことから、自主防災用資機材給付事業や、防災出前講座

などを開催し、防災ハンドブックや洪水ハザードマップを活用しながら、連合自治会単位での

自主防災組織の結成を進めている。 

 また、東日本大震災を教訓に防災計画の見直しに取り組み、津波への備えなど住民への周知

を図り、地域の防災力向上に努めていく。 

平成20年度（2008年度）からは吹田市自治会連合協議会と共に全市一斉防災訓練（避難訓練）

に取り組んできたが、今年度も引き続き全市一斉防災訓練を行うほか、吹田市地域防災総合訓

練（５月に関西大学での避難所設営訓練、９月に本庁舎での初動対応訓練）を実施した。 

 防犯事業としては、子供に関する凶悪事件やひったくりなど様々な犯罪への対策を強化する

ことが緊急かつ重要な課題であることから、吹田市全体の防犯力向上を図るため地域での自主

防犯パトロール結成支援として、昨年に続き市内を６ブロックに分け、防犯講習会を実施。防

犯活動推進員による防犯団体への指導など支援の充実を図る。また、子供たちの目線で、地域

の危険箇所を記した安心安全マップをＰＴＡなどと協働し、作成する。 

 地域で、様々な防犯にかかわる組織の連携を図り、地域の防犯力向上を目指して安心安全コ

ミュニティスポットを平成24年度(2012年度)は１か所整備支援を行った。 

平成17年（2005年）６月から青色防犯パトロールカーを導入し市内全域を小学校、幼稚園、

保育園、児童センターや犯罪多発地域を中心に巡回。また、地域で導入した青色防犯パトロー

ルカーによる活動への支援として、平成20年度(2008年度)から燃料費等の補助を行っており犯

罪抑止力の一翼を担っている。 

平成24年(2012年)７月には市内の警備業で構成する吹田警備業防犯推進委員会と「吹田市内



－ －46
 －46－

における犯罪防止活動に関する協定」を締結。市民に安心感を与え、犯罪の抑止に寄与するこ

とを目的として、警備業務中に共通の腕章を装着し、子どもの見守りや犯罪の抑止などの防犯

活動を行う内容となっている。 

 これらの防災・防犯事業について関係機関との連携をより一層深め、市民との協働による安

心安全事業を推進していく。 

 

 広     報  

 

区 分 発 行 時 期 発 行 部 数  経費（円） 配布対象 概    要 

市報すいた 毎月１日 
 延べ 

  2,030,600部
 65,154,309

全 世 帯

各駅配置

市の事業・行事の紹介

と市民への周知事項を

まとめた広報誌。 

声   の 

市報すいた 
毎月１日  延べ  649組   2,576,064

視    覚

障がい者

市報すいたの内容をテー

プ及びＣＤに収録し、希

望者に送付。 

点 字 版 

市報すいた 
毎月１日  延べ   374部   7,044,600

視    覚

障がい者

市報すいたの内容を点

字訳し、希望者に送付。

くらしの友 
平成24年(2012年) 

12月 
― 

 

― 全 世 帯

市の制度、事業、施設

などをまとめたＡ４判

冊子を官民協働により

市の経費負担なしで発

行。（２年に１回発行）

声 の 

くらしの友 

平成25年(2013年) 

２月12日 
54部 166,679

視    覚

障がい者

「くらしの友」の内容

をテープ及びＣＤに収

録し、希望者に送付。

点 字 版 

くらしの友 

平成25年(2013年) 

２月12日 
31部 411,430

視    覚

障がい者

「くらしの友」の内容

を点字訳し、希望者に

送付。 
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区 分 放 送 時 期 放 送 本 数  経費（円） 対 象 概    要 

広報番組 

「お元気ですか! 

市民のみなさん」 

平成 24 年 (2012

年)４月１日～ 

毎週金曜日切替 

     52本  48,703,200 市民 

Ｊ：ＣＯＭ（平成25年

１月に社名を吹田ケー

ブルテレビジョンから

変更）のコミュニティ

チャンネルに、市広報

番組として市の施策や

市民活動の紹介などを

30分番組で、手話を入

れて放映。 

｢特集｣コーナーはホー

ムページで動画配信。

｢ﾄﾋﾟｯｸｽ｣ｺｰﾅｰ ６分

｢特集｣ｺｰﾅｰ 15分

｢ｶﾞﾝﾊﾞ大阪｣または｢エ

クササイズ｣ｺｰﾅｰ ５分

｢お知らせ｣ｺｰﾅｰ ３分

｢ｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ｣ｺｰﾅｰ １分

放映時間は毎日５回、

１週間。 

 

区 分 情報提供期間 アクセス数 経費（円） 概    要 

吹 田 市 

ﾎ ｰ ﾑ ﾍ ﾟ ｰ ｼ ﾞ 

平成 24年 (2012
年)４月１日 
 

 

平成 25年 (2013

年)３月31日 

1,033,076件 1,510,740

広報活動の充実を図るため、市の

概要や、市民生活に関係の深い行

政サービスなどをホームページに掲

載。 

また、平成24年(2012年)10月にトッ

プページのデザインを変更。 
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 市 庁 舎  

 

１ 市庁舎の概要 

  位     置   泉町１丁目３番40号 

  敷 地 面 積   16,742.96㎡ 

  来庁者用駐車場   110台分        

 

区  分 低  層  棟 中  層  棟 高  層  棟 仮  設  棟 車庫・倉庫棟 合  計

 鉄筋 

 コンクリート造

 鉄骨鉄筋 

 コンクリート造

 鉄骨鉄筋 

 コンクリート造

地下 地上 塔屋 地下 地上 塔屋 地下 地上 塔屋

１ ３ １ １ ５ １ １ ９ ２

 

構    造 
 

 

規    模 
 

 

建 築 面 積       
 

延べ床 面積       

 
 

工    期 

 
 

工    費 

  積 立 金 

  市  債 

  一般財源 

   2,028.96㎡

   7,080.75㎡

 昭和37年 
 （1962年）12月～

 昭和39年 
 （1964年）３月

   358,000千円

   30,650千円

   200,000千円

   127,350千円

   1,903.33㎡

   9,012.95㎡

 昭和61年 
 （1986年）11月～

 昭和63年 
 （1988年）４月

  2,741,882千円

  1,500,000千円

    － 

  1,241,882千円

     828.39㎡

   8,061.43㎡

 昭和46年 
 （1971年）３月～

 昭和47年 
 （1972年）12月

   905,410千円

   200,746千円

   287,000千円

   417,664千円

 
 軽量鉄骨造 

 

 
 地上２階 

 

    215.94㎡

    392.59㎡

 平成11年 
 (1999年)６月～

 同年９月 
 

  80,152千円

    － 

    － 

  80,152千円

 
 鉄骨造 

 

 
 地上２階 

 

     684.57㎡ 

    1,329.29㎡ 

 昭和61年 
(1986年)６月～ 

 同年12月 
 

    － 

    － 

    － 

    － 

 
    －

 

 
    －

 

 5,661.19㎡

25,877.01㎡

 
    －

 
 

    －

    －

    －

    －

 

２ 市庁舎管理経費 平成24年度(2012年度) 

 ⑴ 光熱水費及び電話使用料 

 電気 47,433千円、ガス 14,466千円、水道・下水道 13,943千円、電話 16,230千円の合

計92,072千円 

 ⑵ 庁舎管理委託料 

 警備業務 28,405千円、清掃業務 27,597千円、電気・機械設備等運転保守及び管理業務

18,536千円、エレベーター保守点検業務 5,065千円、消防用設備定期点検業務、防災管理点

検業務及び連結送水管耐圧試験業務 3,203千円、空調用自動制御機器保守点検業務 2,804

千円、電気設備点検業務 2,730千円、その他の業務 17,095千円の合計 105,435千円 

財
源
内
訳 
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 車 両 管 理  
 

 
所属別車両台数 

                      平成25年(2013年)４月１日現在 
 
     所属部 

 車 種 
総務部 環境部 

道 路 

公園部 

都 市 

整備部 

下 水 

道 部 

教 育 

委員会 
   計 

 乗 用 車 3   3

 ワ ゴ ン 車 6 4 2 2 1  15

 小 型 バ ス 2   2

 塵 芥 車  13  13

 普 通 貨 物  6 1  7

 小 型 貨 物  7 1  8

 特 殊 車  1 6  7

 軽 自 動 車 49  12 2 63

    計 60 31 9 2 14 2 118

 

 職制・給与・報酬  

 

１ 職員の定数と現員数 

平成25年(2013年)４月１日現在 
部        局 

定  数 （人） 現員数 （人） 

市 長 事 務 部 局 

市 民 病 院 

水 道 部 

選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 

監 査 委 員 事 務 局 

公 平 委 員 会 事 務 局 

農 業 委 員 会 事 務 局 

教 育 委 員 会 事 務 局 

議 会 事 務 局 

消 防 

        2,068 

         520 

         193 

         12 

          9 

          3 

          5 

         621 

         18 

         332 

        1,597 

         483 

         115 

          7 

          6 

          0 

          3 

         373 

         18 

         330 

計         3,781         2,932 
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２ 特別職職員の給料・報酬 

平成25年(2013年)４月１日現在 

区        分 支給区分 支給額(円) 適  用  日 

1,050,000 平成６年（1994年）４月１日 

735,000
【特例減額期間】 
平成23年(2011年)９月１日から平成27年
(2015年)５月13日までの間 市 長 月 額 

630,000
【東日本大震災関係給料減額期間】 
平成25年(2013年)10月１日から平成26年
(2014年)３月31日までの間 

920,000 平成６年（1994年）４月１日 

846,400
【特例減額期間】 
平成23年(2011年)11月１日から平成27年
(2015年)５月13日までの間 副 市 長 〃 

754,400
【東日本大震災関係給料減額期間】 
平成25年(2013年)10月１日から平成26年
(2014年)３月31日までの間 

810,000 平成６年（1994年）４月１日 

745,200
【特例減額期間】 
平成23年(2011年)11月１日から平成27年
(2015年)５月13日までの間 水 道 事 業 管 理 者 〃 

664,200
【東日本大震災関係給料減額期間】 
平成25年(2013年)10月１日から平成26年
(2014年)３月31日までの間 

810,000 平成19年（2007年）４月１日 

745,200
【特例減額期間】 
平成23年(2011年)11月１日から平成27年
(2015年)５月13日までの間 病 院 事 業 管 理 者 〃 

664,200
【東日本大震災関係給料減額期間】 
平成25年(2013年)10月１日から平成26年
(2014年)３月31日までの間 

570,000 平成６年（1994年）４月１日 

常 勤 監 査 委 員 〃 
513,000

【東日本大震災関係給料減額期間】 
平成25年(2013年)10月１日から平成26年
(2014年)３月31日までの間 

810,000 平成６年（1994年）４月１日 

745,200
【特例減額期間】 
平成23年(2011年)11月１日から平成27年
(2015年)５月13日までの間 教 育 長 〃 

664,200
【東日本大震災関係給料減額期間】 
平成25年(2013年)10月１日から平成26年
(2014年)３月31日までの間 

 委 員 長 〃 206,000 平成６年(1994年)４月１日 
教 育 委 員 委員長職務代理者 〃 200,000 〃 

 委     員 〃 195,000 〃 
社 会 教 育 委 員 日 額 8,400 平成23年(2011年)４月１日 

委 員 長 月 額 63,500  〃 ６年(1994年)４月１日 
選挙管理委員 

委 員 〃 54,000 〃 
委 員 長 〃 36,500 〃 

公 平 委 員 
委 員 〃 34,500 〃 
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区        分 支給区分 支給額(円) 適  用  日 

会 長 月 額 54,000 平成６年(1994年)４月１日

副 会 長 〃 51,000 〃 農 業 委 員 

委    員 〃 49,000 〃 

委 員 長 〃 24,000 〃 固 定 資 産 評 価 

審 査 委 員 委  員 〃 23,000 〃 

固 定 資 産 評 価 員 〃 161,000 〃 

専 門 委 員 日 額 9,000 〃 

代 表 監 査 委 員 月 額 161,000 〃 

識 見 選 任 委 員 〃 145,000 〃 監 査 委 員 

議 員 選 任 委 員 〃 49,500 〃 

選 挙 長 日 額 12,800 〃 

投 票 所 の 投 票 管 理 者 〃 15,100 平成10年(1998年)６月１日

期 日 前 投 票 所 の 投 票 管 理 者 〃 13,400  〃 15年(2003年)12月１日

開 票 管 理 者 〃 12,800  〃 ６年(1994年)４月１日

投 票 所 の 投 票 立 会 人 〃 15,100  〃 10年(1998年)６月１日

期 日 前 投 票 所 の 投 票 立 会 人 〃 13,400  〃 15年(2003年)12月１日

開 票 立 会 人 〃 12,800  〃 ６年(1994年)４月１日

選 挙 立 会 人 〃 12,800 〃 

国 民 健 康 保 険 運 営 協 議 会 委 員 〃 8,400 平成23年(2011年)４月１日

(注1)市長の特例減額は、給料及び期末手当の30％及び退職手当の50％減額、副市長、水道事
業管理者、病院事業管理者及び教育長の特例減額は給料及び期末手当の８％及び退職手当
の不支給。 

常勤の監査委員の特例減額は、退職手当のみ不支給。 
 (注2)東日本大震災関係給料減額は、市長、副市長、水道事業管理者、病院事業管理者及び教

育長の給料の特例減額率に10％を加算。常勤の監査委員は、給料減額10％を新たに設定。 

 

３ 職員の給料と年齢 

                             平成25年(2013年)４月１日現在 

給      料   （円） 
区   分 人  員 

最  高 最  低 平  均 

平均年齢 

（歳・月） 

部   長 級 

次   長 級 

課   長 級 

課 長 代 理      級 

係   長 級 

 主   任 

 係   員 

21 

94 

182 

223 

472 

489 

292 

457,224 

432,771 

415,656 

393,018 

392,971 

397,086 

298,566 

421,542 

373,765 

380,604 

298,158 

250,114 

238,162 

164,415 

449,439 

423,458 

403,290 

372,734 

326,707 

284,862 

200,730 

57･01 

55･03 

53･04 

48･07 

43･03 

41･09 

38･09 

    計 1,773 － － 314,652 43･07 
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 （注1）行政職給料表適用職員のみ 

 （注2）給料額は平成24年（2012年）１月１日から平成26年（2014年）３月31日までの間に実施

している特例減額後の給料（部長級△12.5％ ～ 係員△3.0％）を記載 

 （注3）平成25年（2013年）10月１日から平成26年（2014年）３月31日までの間の特例減額率は

新たに東日本大震災関係給料減額の率を加算し、部長級△21.02％～係員△5.27％で実施 

 

４ 管理職手当 

（単位：円） 

区  分 主 な 役 職 名 平成25年(2013年)４月１日現在 

管 

理 

職 

手 

当 

部長(議事説明員等) 

部       長 

理       事 

部 次 長 ・ 室 長 

総 括 参 事 

課 長 ・ 参 事 

課 長 代 理 ・ 主 幹 

93,000 

83,000 

71,000 

69,000 

66,000 

60,000 

47,000 

 （注）行政職給料表適用職員のみ 

 

５ 人件費（一般会計） 

  歳入及び市税中の比率 

    区  分 

 年  度 

 歳入総額 (A) 

  （千円） 

 市税総額 (B)

  （千円） 

 人 件 費 (C)

  （千円） 

 Ｃ／Ａ×100 

   （％） 

 Ｃ／Ｂ×100 

   （％） 

平成23(2011) 

 〃 24(2012) 

 〃 25(2013) 

107,907,720 

105,133,719 

104,665,651 

61,851,266

60,677,976

60,840,280

24,263,732

23,268,981

22,466,352

22.5 

22.1 

21.5 

39.2 

38.3 

36.9 

 （注）平成23年度(2012年度)は決算、24年度(2012年度)と25年度(2013年度)は当初予算 

 

６ 一般行政職の初任給 

                      平成25年(2013年)４月１日現在 

大  学  卒 短  大  卒 高  校  卒 

     185,800円 

(180,226円) 

     172,200円 

(167,034円) 

  155,700円 

（151,029円) 

 （注）（ ）については、特例減額後の額 

    特例減額期間は平成24年(2012年)１月１日から平成26年(2014年)３月31日までの間 

    平成25年(2013年)10月１日から平成26年(2014年)３月31日までの間の特例減額率は、東日本大

震災関係給料減額の率を加算して実施 
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 工 事 契 約  

 

１ 契約状況（工事関係） 

                       平成24年度(2012年度)（単位：件） 
 

入   札 随   意   契   約 

 
落 札 

最低者 

話合い 
小 計 

見積り

合 せ
特 定 緊 急 追 加 実績 小 計 

計 

工  事 269 11 280 8 19 64 70 0 161 441

委  託 37 1 38 0 38 0 7 0 45 83

計 306 12 318 8 57 64 77 0 206 524

 

２ 電子入札の実施 

  ＩＴ活用等における公共事業改革の一環として、大阪電子自治体推進協議会による共同利用を

前提とした電子入札システムの開発に参加し、平成17年(2005年)４月１日から予定価格が5,000

万円以上の工事で制限付一般競争入札を開始した。平成18年(2006年)４月１日から、予定価格が

3,000万円以上の工事と500万円以上の工事に関する設計等委託業務で実施していたが、平成20年(2008年)

４月１日からは、その対象を予定価格が工事は2,000万円以上工事に関する設計等委託業務は300

万円以上に拡大した。 

 

３ 入札等に係る関係事項の公表 

  「吹田市公共工事等に係る入札結果等の公表実施要綱」を制定し、昭和57年(1982年)７月１日 

から入札結果等の公表を実施してきた。（ただし、予定価格の事後公表については、平成10年 

(1998年)７月１日から実施） 

平成12年(2000年)４月１日から予定価格の事前公表並びに最低制限価格の設定及び事前公表を

実施するに当たり、同要綱を廃止し、新たに「吹田市公共工事等の入札に係る関係事項の公表に

関する規則」を制定した。 

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の施行に併せて、平成13年(2001年)

４月１日から、予定価格250万円以上の工事及び予定価格100万円以上の工事に関する設計等委託

業務の入札について公表を実施してきたが、さらに公表の範囲を拡大するために同規則を改正し、

平成25年(2013年)４月１日から次のとおり実施している。 

(平成24年(2012年)４月１日からは、予定価格が2,000万円以上の工事と300万円以上の工事に

関する設計等委託業務において、最低制限価格の事後公表を試行実施中。） 

また、工事を伴わない施設管理等の委託業務についても、「吹田市委託業務の入札に係る関係
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事項の公表に関する要領」を定め、平成14年(2002年)４月１日から次のとおり実施している。 

⑴ 公表の範囲 

 ア 全ての工事及び工事に関する設計等委託業務の入札 

 イ 予定価格250万円以上の工事及び工事に関する設計等委託業務の随意契約 

 ウ 予定価格250万円以上でア及びイの委託業務を除く委託業務(ただし、市長が特に定めるものを除く) 

 エ 予定価格が財務規則第108条の２各号に定める金額を超えるもののうち地方自治法施行令第

167条の２第１項第５号を適用した全ての契約 

  ⑵ 入札に関する公表事項及び公表時期等 

  ア 工事及び工事に関する設計等委託業務 

  （ア） 入札日、入札の実施方法、指名競争入札における指名業者名・指名理由、工事又は業務の名称・

場所・種別・概要、着手時期・完成時期、予定価格、最低制限価格について、入札通知後速や

かに公表し、少なくとも、公表日の翌日から起算して１年間が経過する日まで。（電子入札

案件は除く） 

  （イ） 入札者名・入札金額、落札者名・落札金額、次順位者を落札者とした場合の理由、最低制限価

格未満の入札者名、落札者がなかった場合その旨、契約の相手方名・住所、工事又は業務の名称・

場所・種別・概要、着手時期・完成時期、契約金額、不落随契の場合の相手方の選定理由について、

開札後速やかに公表し、少なくとも、公表日の翌日から起算して１年間が経過する日まで。 

イ アの委託業務を除く委託業務 

 入札日、指名業者名、業務の名称・場所・概要、着手時期・完了時期、予定価格、入札者

名・入札金額、落札者名・落札金額、落札者がなかった場合その旨、契約の相手方名・住所、

契約金額、不落随契の場合の相手方の選定理由について、入札執行日の翌日に公表し、少な

くとも、公表日の翌日から起算して１年間が経過する日まで。 

⑶  単独随意契約に関する公表事項及び公表時期等 

  発注担当所属、契約名称、契約内容、契約締結日、契約の相手方、契約金額、随意契約とした具体

的な理由について、契約締結後速やかに公表し、公表した年度の次年度の末日まで。 

⑷ 金額変更を伴う契約変更に関する公表事項及び公表時期等（工事のみ） 

 変更後の契約に係る工事の名称・場所・種別・概要、着手時期・完成時期、契約金額、変更

理由について、契約締結後速やかに公表し、少なくとも、公表日の翌日から起算して１年間が

経過する日まで。 

⑸ 公表の方法 

ア 契約担当の室又は課及び市民生活部市民相談室情報公開課における閲覧方式。 

イ 工事及び工事に関する設計等委託業務の入札案件については、インターネットを利用した

閲覧方式。 

 

４ 工事等の発注予定情報の公表 

 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の施行に伴い、発注予定情報の公表



－ －55
 －55－

を平成13年(2001年)４月から次のとおり実施している。 

⑴ 公表の範囲 

 予定価格250万円以上の工事及び予定価格100万円以上の工事に関する設計等委託業務。 

⑵ 公表内容及び公表時期等 

 工事名又は業務名、場所、工期又は履行期間、概要、工事種別又は業務区分、入札及び契約

方法、入札予定時期又は随意契約締結時期等について、毎年度４月１日以後速やかに公表し、

さらに、変更又は追加がある場合は10月１日以後速やかにその内容を公表している。公表は、

共に当該年度の３月31日まで。 

⑶ 公表の方法 

 市民生活部市民相談室情報公開課及びインターネットにおける閲覧方式。 

 

５ 入札参加有資格業者名簿等の公表 

その他、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の施行に伴い、入札参加有 

資格業者名簿等の公表を平成13年(2001年)４月から次のとおり実施している。 

⑴ 公表内容 

 競争入札参加有資格業者名簿、競争入札参加者選定規程、指名停止措置要領及び指名停止措

置情報。 

⑵ 公表の方法 

ア 市民生活部市民相談室情報公開課における閲覧方式。 

イ 競争入札参加有資格業者名簿、競争入札参加者選定規程及び指名停止措置要領については、 

インターネットを利用した閲覧方式。 

 

 




